
 

 

 

 

                             

   

2026 年 5 月 28 日 

株式会社ゆうちょ銀行 

 

特殊詐欺の被害金追跡等を目的とした 

「官民協働型枠組み」の運用開始について 
 

 

株式会社ゆうちょ銀行（東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 笠間 貴之、以下「ゆうちょ銀

行」）は、迅速な捜査、被害拡大防止および被害金の回復を目的に、警察庁と「特殊詐欺に係る被害金

の追跡、凍結、回復に指向した官民協働型枠組みに関する合意書」を締結し、6月 1日（月）より運

用を開始します。 

1．「官民協働型枠組み」創設の背景 

近年、特殊詐欺の被害額は急増しており、複数の金融機関の口座を経由して被害金を移転する

等、手口も巧妙化しています。 

ゆうちょ銀行では、官民協働型枠組みを通じて警察への速やかな情報提供・連携を実現するこ

とで、被害拡大防止等に取り組みます。 

 

2．「官民協働型枠組み」の概要 

官民協働型枠組みは、本枠組み参加金融機関が、特殊詐欺事件を認知した都道府県警察からの

照会に対して、警察庁を介して被害金の資金移転先に係る情報を迅速に回答することで、被害金

の迅速な追跡や犯罪グループの口座凍結、被害金の回復を図るという今までにない取り組みです。 

ゆうちょ銀行は、官民協働型枠組みの下で警察庁および都道府県警察との連携をいっそう強化

し、犯罪捜査への協力を通じて、安全な社会の実現に引き続き取り組んでいきます。 

 

【連携イメージ図（警察庁提供）】  

 



 
 【お客さまのお問い合わせ先】 
  

ゆうちょコールセンター  
0120-108-420 

〔受付時間：ゆうちょ銀行 Webサイトのお問い合わせページで
ご確認ください。〕 

※携帯電話等からも通話料無料でご利用いただけます。 

 ※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。 
 ※ご利用の際は、発信者番号を通知してください。  

（電話機が非通知設定の方は、上記の電話番号の最初に 186
を付けてお掛けください） 
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